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１ 策定の趣旨等 

(1) 背景 

本市は平成27年6月に、本市の地域公共交通の将来像を明らかにするとともに将来像の実現に向けた指

針を示す「長野市公共交通ビジョン」（以下、交通ビジョンという）を策定しました。平成 29 年には交通

ビジョンの将来像を踏まえ、形成するべき公共交通網を明らかにして、その実現を図る「長野市地域公共交

通網形成計画」を策定し、地域の住民の生活に必要な移動ための交通手段の確保に努めてきました。 
しかし、地域公共交通を維持するための市の負担は増加、利用は減少してきており、さらなる見直しの必

要性が増しています。 
このような状況の中、国は公共交通が地域の暮らしを支えていけるようにするため、令和２年に「地域公

共交通の活性化及び再生に関する法律」を改正し、市町村がより主体的に地域公共交通を見直し、それを

「地域公共交通計画」としてとりまとめていくことを求めています。 
本市では、市が関与するバス及び事業者の自主路線のあり方を再考するとともに、目指すまちの形成に

寄与し、各地域を維持し、バランスのとれた地域公共交通網を実現するため、令和４年９月長野市地域公共

交通計画を策定しました。 

   
(2) 計画の目的 

本計画は、長野市地域公共交通計画を確実に実施していくために、各事業主体が、毎年度年次事業計画を

策定し、当該年度で実施する事業内容及び目標（目標値）などを設定し、「長野市公共交通活性化・再生協

議会」において審議・承認を行うことにより、計画に基づく公共交通の運行・維持、その他関連する事業を

マネジメントしていくことを目的とします。 

 

(3) 計画期間 

本計画の期間は、令和４年度から令和８年度までの５年間としています。 

 

(4) 計画の進め方 

本計画の進捗管理については、毎年度当初（４月～５月）に開催される長野市公共交通活性化・再生協議

会において当該年度の実施計画の審議・承認を行います。（その際、指標等の実績は、その時点での最新の

ものを掲載することとします。） 
各事業主体は、承認された年次事業計画に基づき、事業を実施し、その結果について、毎年度末（３月）

に開催される協議会において報告するとともに、評価・検証及び改善点を導出し、翌年度の年次事業計画に

反映させるものとします。 
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２ 令和７年度事業実施状況 

(1) 体系 

方針 施策 事業 実施主体 

再編方針① 

地域特性に合わせた 

再整備 

（1）公共交通のネ

ットワーク再構

築及び運行 

1）路線再整備・運行事業  

(ｱ) 拠点間路線の再整備・運行事業 

幹線の再整備 

準幹線の再整備 

広域路線の再整備検討 

長野市、 

交通事業者 

(ｲ) 拠点内路線の再整備・運行事業 

都市内輸送の再整備 

地域生活拠点内輸送の再整備 

長野市、 

交通事業者 

再編方針② 

公共交通網（ネット

ワーク）とサービス

レベルの維持 

2）路線維持・運行事業  

○ 拠点間路線維持・運行事業 

主要幹線の運行 

幹線の運行 

広域路線の運行 

長野市、 

交通事業者 

 

○ 拠点内路線維持・運行事業 

都市内輸送の運行 

都市拠点内輸送の運行・運行支援 

地域生活拠点内輸送の運行・運行支援 

長野市、 

交通事業者 

維持方針① 

利用しやすい環境の 

整備 

（2）運行環境の整

備・利便性向上 

1）地域拠点内輸送の利便性改善調査  

 (ｱ) オンデマンド交通システム実証実験 長野市 

2）利便性の高い運賃、支払方法の検討  

 (ｱ) 運賃設定の再検討 
長野市、 

交通事業者 

 (ｲ) ＩＣカードシステムの更新 

長野市、 

アルピコ交通、 

長電バス 等 

3）交通結節・乗り継ぎ環境の向上  

 (ｱ) 交通結節・乗り継ぎ環境の向上 

長野市、 

交通事業者、 

地域 

 (ｲ) バリアフリー化の促進 
長野市、 

交通事業者 

4）自転車と公共交通との連携促進事業  

 (ｱ) 交通結節点における駐輪場の整備推進 
長野市、 

交通事業者 

5）運行の安定性・定時性確保事業  

 (ｱ) 定時制の確保 

長野市、 

交通事業者、 

長野県警察 

6）情報発信事業  

 (ｱ) 経路検索サービスでの情報提供 
長野市、 

交通事業者 
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維持方針① 

利用しやすい環境の 

整備 

（2）運行環境の整

備・利便性向上 

 
(ｲ) 信州ナビ・バスロケーションシステムによる情報発信

と普及促進 

長野県、 

長野市 

 (ｳ) バスマップ等による情報発信 長野市 

維持方針② 

啓発・利用促進の強

化 

（3）利用促進・啓

発の実施 

 

1）啓発事業  

 
(ｱ) 広報等を活用した市民との公共交通の状況共有の継続

的実施 

長野市、 

住民自治協議会 

 (ｲ) バスの乗り方教室の開催 
長野市、 

交通事業者 

 (ｳ) 公共交通での移動を考える場の開催 

長野市、 

地域、 

交通事業者 

 (ｴ) 小中学生向け啓発用冊子の作成、配布 

長野市、 

教育委員会、 

アルピコ交通、 

長電バス 

2）利用促進事業  

 (ｱ) 「ＩＣカードＫＵＲＵＲＵの日」の設定 

長野市、 

アルピコ交通、 

長電バス 

 (ｲ) エコ通勤・エコ通学の促進 長野市 

 (ｳ) ＩＣカード利用特典の検討 

長野市、 

アルピコ交通、 

長電バス 等 

維持方針③ 

観光利用の強化 

 (ｴ) 商業施設とのタイアップ 

長野市、 

都市拠点内の 

民間事業者 

 
(ｵ) 住民自治協議会等による公共交通改善・利用促進活動

への支援 

住民自治協議会、 

長野市 

 (ｶ) 観光客が周遊しやすいＭａａＳの導入の検討 
長野市、 

交通事業者 

 (ｷ) コロナ対策の推進（安心の醸成） 
交通事業者、 

長野市 

 
（4）公共交通の改

善活動の実施 

評価・検証の実施 

長野市、 

交通事業者、 

協議会 

 市が関与する公共交通の運行状況の把握 

 交通事業者が運行する公共交通の状況把握 

 

市が関与する公共交通の運行見直しと運行見直し基準の更 

新 

 

令和７年度に優先的に取り組んだ事業 
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(2) 令和７年度に優先的に取り組んだ事業 

方 針 再編方針① 地域特性に合わせた再整備 

施  策 （１）公共交通のネットワーク再構築及び運行 

事  業 
1) 路線再整備・運行事業 

(ｱ) 拠点間路線再整備・運行事業 

事業内容 

及び目標 

拠点間を結ぶ地域公共交通計画65ページ図表72 に示す各路線の再整備で検討する内容

について、整備方針や公共交通のあり方等を検討した結果を踏まえ、再整備を行う。 

〈令和７年度実施事業〉 

・大豆島保科温泉線 

地域との情報共有及び協議を進め、令和７年度中の運行体系見直しを目指す。 

・屋代須坂線 

利用状況等を分析し、実態に応じた運行への見直しを検討する。 

令和７年度の取組内容（結果） 

✓ 大豆島保科温泉線 

大豆島保科温泉線の運行ルート及びダイヤを再編し、令和７年11 月１日からは大豆島川田線として

運行を開始した。また、路線変更及び短縮したエリアにおいて、乗合タクシー大豆島線・川田保科線の

運行を開始し、当該路線等との接続を図った。 

✓ 屋代須坂線 

   県及び沿線３市において沿線地域での代替交通の確保に向けて、路線の見直し案の検討を進めるとと

もに交通事業者との協議を実施した。 

 

 

方 針 再編方針① 地域特性に合わせた再整備 

施  策 （１）公共交通のネットワーク再構築及び運行 

事  業 
1) 路線再整備・運行事業 

(ｲ) 拠点内路線再整備・運行事業 

事業内容 

及び目標 

地域公共交通計画66・67 ページ図表73 に示す路線の再整備で検討する内容について、

整備方針や公共交通のあり方等を検討した結果を踏まえ、再整備を行う。 

地域公共交通計画68ページ図表74に示す地域生活拠点内輸送路線については、「地域生

活拠点内輸送の利便性改善調査」事業の結果を踏まえて、運行方法等の見直しを行う。 
〈令和７年度実施事業〉 

・篠ノ井ぐるりん号 

  利用状況等を分析し、実態に応じた運行への見直しを検討する。 

・中山間地域輸送システム（かつら号、新じんば号、すずらん号、のぶさと号） 

令和８年度からのＡＩオンデマンド交通システムの導入、運行開始に向けた地区説明 
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令和７年度の取組内容（結果）  

✓ 篠ノ井ぐるりん号 

過去数年間の利用状況を鑑み、運行車両を小型バス車両からジャンボタクシー車両に変更し、令和８

年４月１日から乗合タクシー篠ノ井循環線として運行を開始した。 

✓ 東北ぐるりん号 

北長野駅付近の大型小売店閉店に伴い、沿線住民の利便性を高めるため、沿線にある大型ショッピン

グセンターの利用がしやすいよう、運行ルートを一部変更した。合わせて、運行ダイヤが利用者にとっ

て分かりやすいよう、各便の運行ダイヤを揃えるとともに、渋滞時の遅延が生じないよう運行間隔を見

直し、令和８年４月１日から新たな運行ルート及びダイヤで運行を開始した。 

✓ 中山間地域輸送システム（かつら号、新じんば号、すずらん号、のぶさと号） 

ＡＩオンデマンド交通システムの導入に向けて、小田切、七二会、信更、篠ノ井信里地区において、

運行開始に向けた地区説明会を実施した。また、篠ノ井信里地区内に車両基地を整備し、令和８年４月

１日から４地区でＡＩオンデマンドバスの運行を開始した。 

 

 

方 針 再編方針② 公共交通網（ネットワーク）とサービスレベルの維持 

施  策 （１）公共交通のネットワーク再構築及び運行 

事  業 
2）路線維持・運行事業 

○ 拠点間路線維持・運行事業 

事業内容 

及び目標 

運転手不足と事業者の経営判断による、幹線（牟礼線、県道戸隠線、鬼無里線、高府線、

新町大原橋線）、準幹線（篠ノ井新町線）の廃止方針を受けて、地域に不可欠な代替交通手

段を確保する。 

〈令和７年度実施事業〉 

・代替手段となる乗合タクシー、市バスの運行に向けた地区説明 

・乗合タクシー等運行事業者との調整、市バス運行に使用する車両の確保 

・乗合タクシーの運行開始（令和７年10月予定） 

・市バスの運行開始（令和８年４月予定） 

令和７年度の取組内容（結果）  

✓ 代替手段となる乗合タクシー、市バスの運行に向けた地区説明 

牟礼線沿線の三輪地区、若槻地区、鬼無里線・県道戸隠線沿線の第一地区、芋井地区、鬼無里地区、

戸隠地区、新町大原橋線・高府線・篠ノ井新町線沿線の安茂里地区、篠ノ井地区、七二会地区、小田切

地区、信更地区、中条地区、信州新町地区、大岡地区において、代替交通として運行する乗合タクシー

及び市バスの地区説明会を開催した。 

✓ 乗合タクシーの運行開始 

市内タクシー運行事業者と路線の運行内容やダイヤ等を調整し、令和７年10月１日から乗合タクシ

ー牟礼線、芋井銚子口線、篠ノ井新町線の運行を開始した。 

✓ 市バスの運行開始 

市バスの運行開始に向けて、中型バス４台、マイクロバス１台を新規購入し、市バス運行に使用する

車両を確保した。また、運行に当たり、12 月議会で「長野市有償旅客運送自動車の設置等に関する条

例」を改正し、市バス鬼無里線、高府線、新町大原橋線の３路線を新設した。運行事業者２者と５年間

の長期継続契約を結び、令和８年４月１日から３路線の運行を開始した。 
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方 針 維持方針① 利用しやすい環境の整備 

施  策 （２）運行環境の整備・利便性向上 

事  業 
1) 地域拠点内輸送の利便性改善調査 

(ｱ) オンデマンド交通システム実証実験 

事業内容 

及び目標 

少量輸送とならざるを得ない中山間地域において、より効率的な運行を目指して、利用

者のニーズに細かく対応できるＡＩを活用した予約配車システムの導入に向けた実証実験

を実施する。 

その実証実験の結果を基に、移動利便性の向上と移動需要に見合った適正な運行が実現

できるのかの検証を行い、地域生活拠点内輸送の利便性が向上することが見込まれる場合、

本格運行への移行と他の地域への展開を推進する。 

〈令和７年度実施事業〉 

・小田切地区、七二会地区、篠ノ井信里地区、信更地区での実証実験に向けた地元説明と

準備 

・更なるエリア拡大に向けた他地区への情報提供 

令和７年度の取組内容（結果）  

✓ 市バス小田切・七二会線・市バス信里・信更線 

   運行開始に向けて地区や利用者説明会を実施し、令和８年４月１日から４地区を２つの区域としてＡ

Ｉオンデマンド交通システムによる運行を開始した。 

✓ 更なるエリア拡大に向けた他地区への情報提供 

   中山間地域輸送システムによる乗合タクシーを運行している芋井地区、浅川地区に対して、ＡＩオン

デマンドバス導入に向けて、情報提供や現地視察等を実施した。 

 

 

方 針 維持方針① 利用しやすい環境の整備 

施  策 （２）運行環境の整備・利便性向上 

事  業 
3）交通結節・乗り継ぎ環境の向上 

(ｱ) 交通結節・乗り継ぎ環境の向上 

事業内容 

及び目標 

大豆島保科温泉線の運行体系見直しに併せて、同路線を含む複数のバス路線等が結節す

る信濃川田駅の未利用地に、パークアンドバスライド用駐車場を整備する。 

〈令和７年度実施事業〉 

 ・信濃川田駅パークアンドバスライド用駐車場整備工事の実施 

令和７年度の取組内容（結果）  

✓ 信濃川田駅パークアンドバスライド用駐車場整備工事の実施 

大豆島保科温泉線の運行区間短縮に伴い、乗合タクシー川田保科線の運行時間外での移動手段確保

や、接続バス路線の利用促進するため、信濃川田駅にＰ＆ＢＲ用駐車場を整備した。 

 

 

方 針 維持方針① 利用しやすい環境の整備 

施  策 （２）運行環境の整備・利便性向上 

事  業 4) 自転車と公共交通との連携促進事業 
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(ｱ) 交通結節点における駐輪場の整備推進 

事業内容 

及び目標 

第２次長野市自転車活用推進計画に基づき、鉄道駅周辺や利用者が多い主要なバス停留

所周辺において駐輪場整備を推進し 、交通事業者と連携してサイクル＆ライドを促進す

る。 

長野駅自転車駐車場（昭和59年建設）及び篠ノ井駅東口自転車駐車場（平成８年建設）

は、公共交通の主要な結節点である鉄道駅に近接しており、駐輪需要が多いことから、自転

車の利用促進を図る上でも、長寿命化改修を実施し、その機能を維持するとともに、老朽化

した設備の更新等を行い、より快適に利用いただける環境整備を進める。 

〈令和７年度実施事業〉 

 ・長野駅自転車駐車場の長寿命化大規模改修工事 

・今井駅西口、豊野駅、信濃浅野駅の自転車駐車場の照明改修工事 

・市営自転車駐車場へのサイクルスタンドの整備等、利用環境の改善 

令和７年度の取組内容（結果）  

✓ 長野駅自転車駐車場の長寿命化大規模改修工事 

長野駅自転車駐車場の長寿命化を図るため、屋根や外壁、場内の改修及び駐輪ラックの取替えなど、

大規模改修工事を行った。 

✓ 今井駅西口、豊野駅、信濃浅野駅の自転車駐車場の照明改修工事 

今井駅西口、豊野駅、信濃浅野駅の自転車駐車場において、照明改修工事を実施し、照明のＬＥＤ化

を図った。 

✓ サイクル＆バスライド用の駐輪場整備 

鬼無里線バス停付近に駐輪場を設置し、サイクル＆バスライドの促進を図った。 

✓ 市営自転車駐車場へのサイクルスタンドの整備等、利用環境の改善 

豊野駅南口、篠ノ井駅西口の市営自転車駐車場において、サイクルスタンドを整備し、利用者の利便

性向上を図った。 

 

 

方 針 維持方針① 利用しやすい環境の整備 

施  策 （２）運行環境の整備・利便性向上 

事  業 
6) 情報発信事業 

(ｱ) 経路検索サービスでの情報提供 

事業内容 

及び目標 

バスの運行情報を、ＧＴＦＳ－ＪＰといったファイル形式で作成し、オープンデータ化

し広く活用できるよう整備することで、グーグル等のインターネット検索事業者における

経路検索が可能となる。現在、オープンデータ化されている路線が、中心市街地循環バス

「ぐるりん号」等の一部路線に限られている。 

路線バスにおいて、インターネットでの経路検索サービスが利用できるよう、オープン

データ化するとともに、そのデータを活用した様々な情報提供の検討を進め、バス路線の

利用促進を図る。 

〈令和７年度実施事業〉 

・オープンデータ化したバス路線情報の随時更新 

・バス路線運行情報等を提供するデジタルサイネージの長野駅への設置 
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令和７年度の取組内容（結果）  

✓ オープンデータ化したバス路線情報の随時更新 

市内バス路線及び乗合タクシーのＧＴＦＳ－ＪＰデータを整備し、インターネット検索サイトにおい

て運行ルート及び時刻表が検索できるよう、オープンデータ化を図った。 

✓ 長野駅へのバス路線運行情報等を提供するデジタルサイネージの設置 

長野駅善光寺口に７か所、新幹線改札口前に１か所、長野駅東口に２か所、駅全体で10 か所にデジ

タルサイネージを設置し、令和８年３月から運行情報の提供を開始した。 

 

 

方 針 維持方針② 啓発・利用促進の強化 

施  策 （３）利用促進・啓発の実施 

事  業 
1) 啓発事業 

(ｲ) バスの乗り方教室の開催 

事業内容 

及び目標 

「利用経験の有無」が、移動手段に公共交通が選ばれる重要な分岐ポイントであること

から、市内の小学校、住民自治協議会に呼びかけ、小学生、高齢者を対象に公共交通の乗り

方などの情報を提供する「バスの乗り方教室」を開催するとともに、家族で路線バスを利用

するきっかけづくりとしてもらうため、バスの乗り方教室に参加した小学生を対象に、バ

ス無料チケットの配布を実施する。 

〈令和７年度実施事業〉 

・小学２年生を対象とした「バスの乗り方教室」の実施（15校予定） 

・高齢者を対象とした「バスの乗り方教室」の実施（10回予定） 

・乗り方教室に参加した小学生へのバス無料チケットの配布 

令和７年度の取組内容（結果）  

✓ 小学２年生を対象とした「バスの乗り方教室」の実施 

   「バスの乗り方教室」を市内８校で実施した。 

✓ 乗り方教室に参加した小学生へのバス無料チケットの配布 

市内８校で約600枚を配布した。 

✓ 高齢者及び小学生を対象として、バスの乗り方案内用の紹介動画を制作 

 

 

方 針 維持方針② 利用しやすい環境の整備 

施  策 （３）利用促進・啓発の実施 

事  業 
2) 利用促進事業 

(ｱ) 「ＩＣカードＫＵＲＵＲＵの日」の設定 

事業内容 

及び目標 

令和７年３月から運用を開始した新しい「ＫＵＲＵＲＵ」の利用促進を図るため、「ＫＵ

ＲＵＲＵ」をバス車載器にタッチすることで運賃が一律100円となる「ＫＵＲＵＲＵ100円

の日」を設定する。 

〈令和７年度実施事業〉 

・「KURURU100円の日」の実施（令和８年３月の日曜日に１日間実施予定） 

・実施効果等の分析・検証 
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令和７年度の取組内容（結果）  

✓ 新ＫＵＲＵＲＵ１周年記念事業の実施 

   新ＫＵＲＵＲＵ１周年を記念して、Suica エリア拡大１周年となる JR 東日本株式会社と共同で利用

促進キャンペーンを実施した。 

 

 

方 針 維持方針② 利用しやすい環境の整備 

施  策 （３）利用促進・啓発の実施 

事  業 
2) 利用促進事業 

(ｲ) エコ通勤、エコ通学の促進 

事業内容 

及び目標 

「ながのスマート通勤応援事業」として、自家用車から環境負荷が少ない電車やバス、自

転車などに、自発的に転換を促す「エコ通勤」や、時差出勤やフレックスタイムの導入によ

る「オフピーク通勤」の普及・啓発を進め、地域公共交通の維持・確保及び通勤時間帯の渋

滞緩和を図る。 

なお、実施主体は、長野市公共交通活性化・再生協議会、取組等の検討・決定は「エコ通

勤推進部会」とする。 

〈令和７年度実施事業〉 

・ラジオ等を通じたスポット広告を実施 

・電車への中吊り広告掲示 

・通勤時間帯の渋滞状況調査 

・スマート通勤周知用チラシの作成 

令和７年度の取組内容（結果）  

✓ 広告媒体を活用した啓発活動の実施 

ＦＭぜんこうじでのラジオＣＭ放送（令和８年２月～３月）、しなの鉄道中吊り広告（３月）による

広報啓発を実施した。 
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３ 令和８年度事業実施計画 

(1) 体系 

方針 施策 事業 実施主体 

再編方針① 

地域特性に合わせた 

再整備 

（1）公共交通のネ

ットワーク再構

築及び運行 

1）路線再整備・運行事業  

(ｱ) 拠点間路線の再整備・運行事業 

幹線の再整備 

準幹線の再整備 

広域路線の再整備検討 

長野市、 

交通事業者 

(ｲ) 拠点内路線の再整備・運行事業 

都市内輸送の再整備 

地域生活拠点内輸送の再整備 

長野市、 

交通事業者 

再編方針② 

公共交通網（ネット

ワーク）とサービス

レベルの維持 

2）路線維持・運行事業  

○ 拠点間路線維持・運行事業 

主要幹線の運行 

幹線の運行 

広域路線の運行 

長野市、 

交通事業者 

 

○ 拠点内路線維持・運行事業 

都市内輸送の運行 

都市拠点内輸送の運行・運行支援 

地域生活拠点内輸送の運行・運行支援 

長野市、 

交通事業者 

維持方針① 

利用しやすい環境の 

整備 

（2）運行環境の整

備・利便性向上 

1）地域拠点内輸送の利便性改善調査  

 (ｱ) オンデマンド交通システム実証実験 長野市 

2）利便性の高い運賃、支払方法の検討  

 (ｱ) 運賃設定の再検討 
長野市、 

交通事業者 

 (ｲ) ＩＣカードシステムの更新 

長野市、 

アルピコ交通、 

長電バス 等 

3）交通結節・乗り継ぎ環境の向上  

 (ｱ) 交通結節・乗り継ぎ環境の向上 

長野市、 

交通事業者、 

地域 

 (ｲ) バリアフリー化の促進 
長野市、 

交通事業者 

4）自転車と公共交通との連携促進事業  

 (ｱ) 交通結節点における駐輪場の整備推進 
長野市、 

交通事業者 

5）運行の安定性・定時性確保事業  

 (ｱ) 定時制の確保 

長野市、 

交通事業者、 

長野県警察 

6）情報発信事業  

 (ｱ) 経路検索サービスでの情報提供 
長野市、 

交通事業者 
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維持方針① 

利用しやすい環境の 

整備 

（2）運行環境の整

備・利便性向上 

 
(ｲ) 信州ナビ・バスロケーションシステムによる情報発信

と普及促進 

長野県、 

長野市 

 (ｳ) バスマップ等による情報発信 長野市 

維持方針② 

啓発・利用促進の強

化 

（3）利用促進・啓

発の実施 

 

1）啓発事業  

 
(ｱ) 広報等を活用した市民との公共交通の状況共有の継続

的実施 

長野市、 

住民自治協議会 

 (ｲ) バスの乗り方教室の開催 
長野市、 

交通事業者 

 (ｳ) 公共交通での移動を考える場の開催 

長野市、 

地域、 

交通事業者 

 (ｴ) 小中学生向け啓発用冊子の作成、配布 

長野市、 

教育委員会、 

アルピコ交通、 

長電バス 

2）利用促進事業  

 (ｱ) 「ＩＣカードＫＵＲＵＲＵの日」の設定 

長野市、 

アルピコ交通、 

長電バス 

 (ｲ) エコ通勤・エコ通学の促進 長野市 

 (ｳ) ＩＣカード利用特典の検討 

長野市、 

アルピコ交通、 

長電バス 等 

維持方針③ 

観光利用の強化 

 (ｴ) 商業施設とのタイアップ 

長野市、 

都市拠点内の 

民間事業者 

 
(ｵ) 住民自治協議会等による公共交通改善・利用促進活動

への支援 

住民自治協議会、 

長野市 

 (ｶ) 観光客が周遊しやすいＭａａＳの導入の検討 
長野市、 

交通事業者 

 (ｷ) コロナ対策の推進（安心の醸成） 
交通事業者、 

長野市 

 
（4）公共交通の改

善活動の実施 

評価・検証の実施 

長野市、 

交通事業者、 

協議会 

 市が関与する公共交通の運行状況の把握 

 交通事業者が運行する公共交通の状況把握 

 

市が関与する公共交通の運行見直しと運行見直し基準の更 

新 

 

令和８年度に優先的に取り組む事業 
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(2) 令和８年度に優先的に取り組む事業 

方 針 再編方針① 地域特性に合わせた再整備 

施  策 （１）公共交通のネットワーク再構築及び運行 

事  業 
1) 路線再整備・運行事業 

(ｱ) 拠点間路線再整備・運行事業 

事業内容 

及び目標 

拠点間を結ぶ地域公共交通計画65ページ図表72 に示す各路線の再整備で検討する内容

について、整備方針や公共交通のあり方等を検討した結果を踏まえ、再整備を行う。 

〈令和８年度実施事業〉 

・屋代須坂線 

バスやタクシー事業者と協議しながら、利用実態に応じた運行内容に見直すことで

地域の移動手段確保を図る。 

 

方 針 再編方針① 地域特性に合わせた再整備 

施  策 （１）公共交通のネットワーク再構築及び運行 

事  業 
1) 路線再整備・運行事業 

(ｲ) 拠点内路線再整備・運行事業 

事業内容 

及び目標 

地域公共交通計画66・67 ページ図表73 に示す路線の再整備で検討する内容について、

整備方針や公共交通のあり方等を検討した結果を踏まえ、再整備を行う。 

地域公共交通計画68ページ図表74に示す地域生活拠点内輸送路線については、「地域生

活拠点内輸送の利便性改善調査」事業の結果を踏まえて、運行方法等の見直しを行う。 
〈令和８年度実施事業〉 

・中山間地域輸送システム（すざくら号、あさかわ号） 

令和９年度からのＡＩオンデマンド交通システムの導入、運行開始に向けた地区説

明の実施 

 

方 針 維持方針① 利用しやすい環境の整備 

施  策 （２）運行環境の整備・利便性向上 

事  業 
1) 地域拠点内輸送の利便性改善調査 

(ｱ) オンデマンド交通システム実証実験 

事業内容 

及び目標 

少量輸送とならざるを得ない中山間地域において、より効率的な運行を目指して、利用

者のニーズに細かく対応できるＡＩを活用した予約配車システムの導入に向けた実証実験

を実施する。 

その実証実験の結果を基に、移動利便性の向上と移動需要に見合った適正な運行が実現

できるのかの検証を行い、地域生活拠点内輸送の利便性が向上することが見込まれる場合、

本格運行への移行と他の地域への展開を推進する。 

〈令和８年度実施事業〉 

・芋井地区、浅川地区での実証実験に向けた地元説明と導入準備 
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方 針 維持方針① 利用しやすい環境の整備 

施  策 （２）運行環境の整備・利便性向上 

事  業 
3）交通結節・乗り継ぎ環境の向上 

(ｱ) 交通結節・乗り継ぎ環境の向上 

事業内容 

及び目標 

長野駅善光寺口及び東口等に設置したデジタルサイネージで、運行ダイヤやバスの遅れ

情報などを分かりやすく発信することにより、乗り継ぎ環境と利便性向上を図る。 

〈令和８年度実施事業〉 

 ・長野駅でのデジタルサイネージによる路線バス運行情報の発信 

 

 

方 針 維持方針① 利用しやすい環境の整備 

施  策 （２）運行環境の整備・利便性向上 

事  業 
4) 自転車と公共交通との連携促進事業 

(ｱ) 交通結節点における駐輪場の整備推進 

事業内容 

及び目標 

第２次長野市自転車活用推進計画に基づき、鉄道駅周辺や利用者が多い主要なバス停留

所周辺において駐輪場整備を推進し 、交通事業者と連携してサイクル＆ライドを促進す

る。 

〈令和８年度実施事業〉 

・安茂里駅、中御所自転車駐車場の照明改修工事 

・市営自転車駐車場へのサイクルスタンドの整備等、利用環境の改善 

 

 

方 針 維持方針① 利用しやすい環境の整備 

施  策 （２）運行環境の整備・利便性向上 

事  業 
6) 情報発信事業 

(ｱ) 経路検索サービスでの情報提供 

事業内容 

及び目標 

バスの運行情報をＧＴＦＳ－ＪＰといったファイル形式で作成し、オープンデータ化す

ることで、グーグル等のインターネット検索事業者における経路検索が可能となる。 

インターネットでの経路検索サービスが適切に利用できるよう、路線バスや乗合タクシ

ーのオープンデータを随時更新する。 

〈令和８年度実施事業〉 

・オープンデータ化したバス路線・乗合タクシー情報の随時更新 

 

 

方 針 維持方針① 利用しやすい環境の整備 

施  策 （２）運行環境の整備・利便性向上 

事  業 
6) 情報発信事業 

(ｲ) 信州ナビ・バスロケーションシステムによる情報発信と普及促進 
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事業内容 

及び目標 

令和８年３月末から新たに長野県バスロケーションシステム『バス予報』の運用を開始

し、インターネットの検索サイトや「バス予報」サイトで、路線バスの現在地や遅れ状況な

どの運行情報を提供している。 

「バス予報」での運行情報が正確に発信できるように、オープンデータや車載器等を適

切に運用するとともに、利用促進を図るため、効果的な情報発信を行う。 

〈令和８年度実施事業〉 

・リアルタイム情報を正確に発信するためのＧＴＦＳ－ＲＴの整備 

・「バス予報」普及促進に向けた情報発信 

 

 

方 針 維持方針② 啓発・利用促進の強化 

施  策 （３）利用促進・啓発の実施 

事  業 
1) 啓発事業 

(ｲ) バスの乗り方教室の開催 

事業内容 

及び目標 

「利用経験の有無」が、移動手段に公共交通が選ばれる重要な分岐ポイントであること

から、市内の小学校、住民自治協議会に呼びかけ、小学生、高齢者を対象に公共交通の乗り

方などの情報を提供する「バスの乗り方教室」を開催するとともに、家族で路線バスを利用

するきっかけづくりとしてもらうため、バスの乗り方教室に参加した小学生を対象に、バ

ス無料チケットの配布を実施する。 

〈令和８年度実施事業〉 

・小学２年生を対象とした「バスの乗り方教室」の実施（10校予定） 

・乗り方教室に参加した小学生へのバス無料チケットの配布 

・市内小学校の２年生全員に無料チケットを配布 

 

 

方 針 維持方針② 利用しやすい環境の整備 

施  策 （３）利用促進・啓発の実施 

事  業 
2) 利用促進事業 

(ｲ) エコ通勤、エコ通学の促進 

事業内容 

及び目標 

「ながのスマート通勤応援事業」として、自家用車から環境負荷が少ない電車やバス、自

転車などに、自発的に転換を促す「エコ通勤」や、時差出勤やフレックスタイムの導入によ

る「オフピーク通勤」の普及・啓発を進め、地域公共交通の維持・確保及び通勤時間帯の渋

滞緩和を図る。 

〈令和８年度実施事業〉 

・ラジオ等を通じたスポット広告の実施 

・電車への中吊り広告掲示 

・市内事業所への通勤状況調査の実施 
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４ これまでの事業実施状況 
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５ 地域特性別公共交通再整備の考え方 

 地域公共交通計画において「地域特性に合わせた再整備」として掲げた取組のうち、路線等個別の見直しに

当たっての方針となる重要な考え方を再掲します。 
 
地域 公共交通の種類 再整備の考え方 

都
市
機
能
が
集
中
し
て
い
る
平
坦
部 

生活拠点から広域拠点や地域拠
点、交通結節点などの鉄道駅か
ら郊外の生活関連施設への移動
を担保する公共交通 

 効率的な都市運営を行うため「必要不可欠な社会基盤」と位置づける 

 市民や来訪者の様々な移動を担保する 

 交通事業者及び行政がその再整備に主体的に取り組む 

 主に鉄道や路線バスがその移動を担う 

生活拠点内の移動を担保する公
共交通 

 自動車など多くの代替移動手段がある中においては「社会基盤」では
あるものの「必要不可欠」な状況になっていない公共交通であること
を前提とする 

 この公共交通を維持していくためには、市民の積極的な利用が不可欠 

 再整備において地元住民（自治協議会）や地域のNPO 法人等の協力の
もと行っていく 

 路線バスやコミュニティバス、タクシー、自転車など様々な手段を用
い、その移動を担う 

中
山
間
地
域 

広域拠点や地域拠点への移動を
担保する公共交通 

 市民が自立的に生活する上で「必要不可欠な社会基盤」と位置づける 

 一部来訪者の観光移動も担う 

 交通事業者及び行政がその再整備に主体的に取り組む 

 主に路線バスがその移動を担う 

地域内移動（生活中心地内移動）
を担保する公共交通 

 地域生活に必要な「必要不可欠な社会基盤」と位置づける 

 需要量が極端に少なく、再整備においても地元住民（自治協議会）や
地域のNPO法人等の協力が欠かせない 

 地域と行政が協働し再整備を行う 

 コミュニティバスやタクシー、移送サービスなどがその移動を担う 
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６ バス路線評価の詳細 

(1) 市が関与するバス路線 

① 評価手法 

・対象路線の抽出：前年の利用実績等から毎年度改善が必要な路線を抽出 
・見直し内容：運行方法、運行経路、運行便数（時間帯） 
・見直し方法：見直し基準となるデータを整理した後、路線関係者と共有 
       データに基づき、関係者内で改善案を検討 
・見直し期間：地域の実情に応じて、検討期間、見直し案実施時期を決定 

② バス路線の利用状況及び評価  図表１のとおり（参考として年間利用者数を記載） 
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(2) 民間バス路線 

① 評価手法 

民間バス路線は交通事業者の責任において運行している性質上、その評価・改善は当該交通事業者

が主体的に行うことになります。 
しかし、民間バス路線も本市の公共交通網を形成する重要な路線です。よって、協議会において一

体的に公共交通網をマネジメントしていくために、民間バス路線の利用状況や今後の見通し等を協議

会において定期的に共有します。これにより、公共交通網の全体最適及び維持に向けた討論を行う土

台を形成します。 

② バス路線の利用状況及び評価  図表２のとおり（参考として年間利用者数を記載） 
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７ 進捗管理 

(1) 指標一覧  

① 第五次長野市総合計画 

【アンケート指標】 

指標名 指標値 

公共交通の利用により、市内を移動

できる環境が整っている 

【環境に対する回答】 

現状値（R３） 34.1% 目標値（R８） 
 

R４年度 R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 

30.9% 23.4% 25.2 25.5  

通勤、通学、通院などの移動手段と

して、公共交通機関を日常的に利用

している 

【回答者の実践状況】 

現状値（R３） 20.4% 目標値（R８） 
 

R４年度 R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 

20.6% 20.7% 21.3 21.5  

公共交通を、自らの暮らしや地域を維

持するために必要なものであると理

解し、支えていこうと心がけている

【回答者の実践状況】 

現状値（R３） 48.7% 目標値（R８） 
 

R４年度 R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 

48.5% 49.7% 49.2 52.0  

 
 
【統計指標】 

公共交通利用回数 

市民一人当たりのバス・鉄道などの公共交

通機関を利用した回数 

現状値（R２） 100.7回/人 目標値（R８） 137回/人 

R４年度 R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 

115.5回/人 120.9回/人 125.6回/人 （未確定）  

 

 

② 長野市公共交通ビジョン 

公共交通のカバー圏域人口の割合 

（鉄道600m バス300m圏内） 

現状値（H25） 84.4% 目標値（R６） 86% 

R４年度 R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 

令和８年度に調査 

バスサービスについての満足度 

現状値（H25） 28.1% 目標値（R６） 40% 

R４年度 R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 

令和８年度に調査 
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③ 長野市地域公共交通計画 

市内の駅1日あたり乗車人員 

（JR線） 

現状値（R元） 36,014人/日 目標値（R８） 36,014人/日 

R４年度 R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 

31,406人 33,178人 33,466人 （未確定）  

市内の駅1日あたり乗車人員 

（しなの鉄道） 

現状値（R元） 7,927人/日 目標値（R８） 7,927人/日 

R４年度 R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 

6,730人 6,663人 6,741人 （未確定）  

市内の駅1日あたり乗車人員 

（長野電鉄） 

現状値（R元） 14,782人/日 目標値（R８） 14,782人/日 

R４年度 R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 

12,649人 13,234人 13,933人 （未確定）  

民間事業者路線バス、市が関与する

バス等の利用者数 

現状値（R元） 7,599千人 目標値（R８） 7,599千人 

R４年度 R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 

5,151千人 5,391千人 5,384千人 （未確定）  

公共交通に対する公的負担額 

現状値（R４） 3億6,800万円 目標値（R８） 
3億6,800万円 

未満 

R４年度 R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 

３億5,200

万円 

３億4,100

万円 

３億1,000 

万円 
（集計中）  

市が運行する公共交通の収支率 

現状値（R元） 31.0％ 目標値（R８） 31.0％ 

R４年度 R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 

43.9％ 46.5％ 47.5% （集計中）  

 

(2) 進捗管理の年間スケジュール 

本計画の進捗管理については、下記のマネジメントサイクルにより行います。 
 
ＰＤＣＡ 内 容 時期 

計画作成 
本計画及び前年度評価・検証結果にもとづいて年次事業計画を策定 

年次事業計画は、協議会において審議・承認する 
4～5月 

実施・共有 
年次事業計画に基づき事業を実施 

運行状況／事業実施状況の共有 

通年 

10月 

評価・検証 

バス路線評価：利用状況（OD、利用者数／乗車密度）等から各路線の課題を

導出 

その他の事業評価：事業の進捗／目標値等から当該事業の課題を導出 

3～4月 

改善案導出 
評価・検証で明らかになった課題をもとに次年度以降の改善策を導出 

次年度の年次事業計画へ反映 
4～5月 
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